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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 6月 13日 (2007.6.13)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 他 の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 、 前 記 他 の 機 器 と の 通 信
に お け る 下 位 層 が 切 断 さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 セ ッ シ ョ ン を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御
し 、 前 記 一 定 時 間 内 に 前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 デ ー タ 転 送 を 継
続 し て 行 う よ う に 前 記 上 位 層 を 制 御 す る 制 御 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 制 御 装 置
。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 一 定 時 間 を 設 定 す る 設 定 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 断 す る 第 １ の 判 断 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 判 断 手 段 に よ り 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た と 判 断 さ れ る ま で の 間 で 前 記 他 の 機
器 が バ ス に 再 接 続 し た か 否 か を 判 断 す る 第 ２ の 判 断 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の 判 断 手 段 に よ り 再 接 続 し た と 判 断 さ れ た 場 合 、 前 記 他 の 機 器 に 対 し て ロ グ イ
ン が 成 功 し た か 否 か を 判 断 す る 第 ３ の 判 断 手 段 と 、
　 前 記 第 ３ の 判 断 手 段 に よ り ロ グ イ ン が 成 功 し た と 判 断 さ れ た 場 合 、 前 記 他 の 機 器 が デ ー
タ を 継 続 し て 受 信 で き る か 否 か を 判 断 す る 第 ４ の 判 断 手 段 と 、
　 前 記 第 ４ の 判 断 手 段 に よ り 継 続 し て 受 信 で き る と 判 断 さ れ た 場 合 、 デ ー タ を 前 記 他 の 機
器 に 送 信 す る 送 信 手 段 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
　 前 記 判 断 手 段 に よ り 一 定 時 間 が 経 過 し た と 判 断 さ れ た 場 合 、 転 送 中 の デ ー タ を 破 棄 す る
破 棄 手 段 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 下 位 層 は 、 回 線 断 ま た は 回 線 異 常 を 検 知 し 、 回 線 の 切 断 処 理 を 行
う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 下 位 層 は 、 Ｏ Ｓ Ｉ の ７ 層 モ デ ル の ト ラ ン ス ポ ー ト 層 以 下 で あ り 、
前 記 上 位 層 は 、 Ｏ Ｓ Ｉ の ７ 層 モ デ ル の セ ッ シ ョ ン 層 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １



記 載 の 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 通 信 制 御 装 置 は 、 コ ン ピ ュ ー タ で あ り 、 前 記 他 の 機 器 は 、 プ リ ン
タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 下 位 層 の 切 断 は 、 前 記 他 の 機 器 と の 回 線 が 切 断 さ れ た 時 、 ま た は
、 前 記 回 線 に 新 た な 機 器 が 接 続 さ れ た 時 に 起 こ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 制
御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 通 信 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 他 の 機 器 に ロ グ イ ン し て 、 ロ グ イ ン が 成 功 し た 場 合 に は ロ グ イ ン を 識 別 す る 識 別 子 を 前
記 他 の 機 器 か ら 受 信 す る 通 信 手 段 と 、
　 前 記 他 の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位 層
が 接 続 さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 前 記 識 別 子 を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定 時
間 内 に 前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 保 持 し て い た 前 記 識 別 子 を 使 っ
て デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に 前 記 上 位 層 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 通 信 制 御 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 通 信 制 御 装 置 で 行 わ れ る 通 信 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 他 の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 、 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位 層 が
切 断 さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 セ ッ シ ョ ン を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定 時 間
内 に 前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に
前 記 上 位 層 を 制 御 す る 制 御 ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 一 定 時 間 を 設 定 す る 設 定 ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ ０ 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 制 御 ス テ ッ プ は 、
　 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 断 す る 第 １ の 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ の 判 断 ス テ ッ プ に よ り 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た と 判 断 さ れ る ま で の 間 で 前 記 他
の 機 器 が バ ス に 再 接 続 し た か 否 か を 判 断 す る 第 ２ の 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ２ の 判 断 ス テ ッ プ に よ り 再 接 続 し た と 判 断 さ れ た 場 合 、 前 記 他 の 機 器 に 対 し て ロ
グ イ ン が 成 功 し た か 否 か を 判 断 す る 第 ３ の 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ３ の 判 断 ス テ ッ プ に よ り ロ グ イ ン が 成 功 し た と 判 断 さ れ た 場 合 、 前 記 他 の 機 器 が
デ ー タ を 継 続 し て 受 信 で き る か 否 か を 判 断 す る 第 ４ の 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ４ の 判 断 ス テ ッ プ に よ り 継 続 し て 受 信 で き る と 判 断 さ れ た 場 合 、 デ ー タ を 前 記 他
の 機 器 に 送 信 す る 送 信 ス テ ッ プ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 通 信 制 御 方 法
。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 制 御 ス テ ッ プ は 、
　 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 断 す る 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 判 断 ス テ ッ プ に よ り 前 記 一 定 時 間 が 経 過 し た と 判 断 さ れ た 場 合 、 転 送 中 の デ ー タ を
破 棄 す る 破 棄 ス テ ッ プ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 下 位 層 は 、 回 線 断 ま た は 回 線 異 常 を 検 知 し 、 回 線 の 切 断 処 理 を
行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 前 記 下 位 層 は 、 Ｏ Ｓ Ｉ の ７ 層 モ デ ル の ト ラ ン ス ポ ー ト 層 以 下 で あ り
、 前 記 上 位 層 は 、 Ｏ Ｓ Ｉ の ７ 層 モ デ ル の セ ッ シ ョ ン 層 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ０ 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　 前 記 通 信 制 御 装 置 は 、 コ ン ピ ュ ー タ で あ り 、 前 記 他 の 機 器 は 、 プ リ
ン タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 通 信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 下 位 層 の 切 断 は 、 前 記 他 の 機 器 と の 回 線 が 切 断 さ れ た 時 、 ま た
は 、 前 記 回 線 に 新 た な 機 器 が 接 続 さ れ た 時 に 起 こ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 通
信 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　 コ ン ピ ュ ー タ に よ り 読 み 取 り 可 能 な 記 憶 媒 体 で あ っ て 、
　 他 の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 、 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位 層 が
切 断 さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 セ ッ シ ョ ン を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定 時 間
内 に 前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に
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前 記 上 位 層 を 制 御 す る 制 御 ス テ ッ プ を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る プ ロ グ ラ ム を 記 憶 す
る こ と を 特 徴 と す る 記 憶 媒 体 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 通 信 制 御 装 置 は 、 他 の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を
し て い る 際 に 、 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位 層 が 切 断 さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 セ ッ
シ ョ ン を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定 時 間 内 に 前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ
ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に 前 記 上 位 層 を 制 御 す る 制 御 手 段 を
有 す る こ と を 特 徴 と す る 。 ま た 、 通 信 制 御 装 置 で あ っ て 、 他 の 機 器 に ロ グ イ ン し て 、 ロ グ
イ ン が 成 功 し た 場 合 に は ロ グ イ ン を 識 別 す る 識 別 子 を 前 記 他 の 機 器 か ら 受 信 す る 通 信 手 段
と 、 前 記 他 の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位
層 が 接 続 さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 前 記 識 別 子 を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定
時 間 内 に 前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 保 持 し て い た 前 記 識 別 子 を 使
っ て デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に 前 記 上 位 層 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る こ と を 特
徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 通 信 制 御 方 法 は 、 通 信 制 御 装 置 で 行 わ れ る 通 信 制 御 方 法 で あ っ て 、 他 の
機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 、 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位 層 が 切 断 さ
れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 セ ッ シ ョ ン を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定 時 間 内 に 前
記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に 前 記 上
位 層 を 制 御 す る 制 御 ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 記 憶 媒 体 は 、 コ ン ピ ュ ー タ に よ り 読 み 取 り 可 能 な 記 憶 媒 体 で あ っ て 、 他
の 機 器 と の 間 で デ ー タ 転 送 を し て い る 際 に 、 前 記 他 の 機 器 と の 通 信 に お け る 下 位 層 が 切 断
さ れ た 場 合 、 一 定 時 間 、 セ ッ シ ョ ン を 保 持 す る よ う に 上 位 層 を 制 御 し 、 前 記 一 定 時 間 内 に
前 記 下 位 層 に お い て コ ネ ク シ ョ ン が 回 復 し た 場 合 、 デ ー タ 転 送 を 継 続 し て 行 う よ う に 前 記
上 位 層 を 制 御 す る 制 御 ス テ ッ プ を 前 記 コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る プ ロ グ ラ ム を 記 憶 す る こ
と を 特 徴 と す る 。

(3) JP 2000-36824 A5 2007.8.23
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